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（事業主の方へ） 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が

一定の場合に利用できます 

 
① 使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、  

    それ以外に、経済上の理由（※）による事業活動の縮小が 

    あった場合。 
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② 取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が 

    減少した場合など、節電要請の影響が間接的な場合。 
 

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するため

に休業等を行った場合に、休業手当などの一部を助成する制度です。 
 
 今冬、政府の電力需給対策に伴う要請を受けḭ使用電力の抑制に取り組

んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらないた

め、それだけでは助成対象になりません。 

次の場合は、経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、

助成対象となります 

詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。 

 



提出書類について 

※申請にはこれ以外の書類も必要です。 

関西電力・九州電力管内での使用電力抑制とは 

４が「はい」の場合は、こちらの用紙も
提出してください。 
（電力制限の直接的影響以外に、売上高
や生産量などの減少の要因となった事由
を書いていただきます） 

ẇ電力使用制限地域の事業主用の申請様式を使用してださい。 

様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html 

様式第97号 様式第97号－２ 

政府は、関西電力と九州電力の管内の事業所に対して、以下のように
節電への協力を要請しています。 

   

関西電力管内
の事業所 

平成23年12月19日 
～平成24年3月23日 
(12月29日～1月4日を除く) 

平日の 
9時～ 21時 

昨年同期の使用最大 
電力から▲10％以上 

九州電力管内
の事業所 

平成23年12月26日
～平成24年2月3日 
(12月29日～1月4日を除く) 

平日の 
8時～ 21時 

昨年同期の使用最大 
電力から▲５％以上 


